
�愛媛県告示第１７２４号
次のとおり落札者を決定した。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２５号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により、次のように医師の指定をした。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行
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この県報に掲載される入札告示、落札者等の告示

及び入札公告は、ＷＴＯに基づく政府調達に関する

協定の適用を受けるものである。

告 示

落札に係る特定役務の名称及
び数量

契約に関する事務
を担当する機関の
名称及び所在地

落札者を決定した日 落札者の氏名及び住所 落札金額 契約の相手方を
決定した手続 入 札 公 告 日

愛媛県電子申請システム開発
業務 一式

愛媛県企画情報部
管理局情報政策課
松山市一番町四丁
目４番地２

平成１５年８月１１日

愛媛県電子申請システ
ム開発愛媛電算 日立
製作所共同企業体
愛媛県松山市大手町一
丁目１１－７

１０，５００，０００円 一般競争入札 平成１５年７月１日

診断する身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 指定年月日

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器機能障害 内 科 愛媛県立南宇和病

院 野 本 良 一 南宇和郡城辺町甲２４３３－１ 平成
１５年８月１日

肢 体 不 自 由 小 児 科 町立吉田総合病院 戒 能 幸 一 北宇和郡吉田町大字北小路甲２１７ 〃

心 臓 機 能 障 害 循 環 器 科 愛媛大学医学部附
属病院 重 松 裕 二 温泉郡重信町大字志津川 〃

聴覚・平衡・音声又は言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 〃 本 多 伸 光 〃 〃

肢体不自由・心臓・じん臓・
呼吸器・小腸・ぼうこう又は
直腸機能障害

外 科 今治市医師会市民
病院 成 本 勝 広 今治市別宮町七丁目１－４０ 〃

毎週（火・金）曜日発行 第１４８５号 平成１５年８月２２日
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�愛媛県告示第１７２７号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１９条の２第

１項の規定に基づき、次のとおり更生医療を担当させる医療

機関を指定した。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７２９号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第２３条の

規定に基づき、次のとおり指定医療機関の名称を変更した届

出があった。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�������
�愛媛県告示第１７３０号
身体障害者福祉法施行規則（昭和２５年厚生省令第１５号）第

１３条の６第２号の規定に基づき、次のとおり指定医療機関の

業務を廃止した旨の届出があった。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２６号
身体障害者福祉法（昭和２４年法律第２８３号）第１５条第１項の規定により指定した医師が、次のように所在地を変更した。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７２８号
身体障害者福祉法施行令（昭和２５年政令第７８号）第３条第２項の規定により、次のように指定医師の辞退の届出があった。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

肢体不自由・小腸機能障害 〃
城川町国民健康保
険杉之瀬出張診療
所

大 塚 伸 之 東宇和郡城川町大字嘉喜尾４８９３－１ 〃

医 師 氏 名
旧 所 在 地 新 所 在 地

変 更
年月日病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地 病院又は診療所の名称 同 左 所 在 地

三 木 茂 敬 愛 媛 労 災 病 院 新居浜市南小松原町１３－
２７

医療法人三木内科クリニ
ック

新居浜市沢津町三丁目７
－２８

平成１２年
６月８日

大 下 祐 次 町 立 野 村 病 院 東宇和郡野村町大字野村
９－５３ 町 立 吉 田 総 合 病 院 北宇和郡吉田町大字北小

路甲２１７
平成１５年
７月１日

濱 田 希 臣 愛媛大学医学部附属病院 温泉郡重信町大字志津川 市 立 宇 和 島 病 院 宇和島市御殿町１－１ 〃

岸 田 正 人 内海村国民健康保険内海
診療所 南宇和郡内海村柏３８２ 国民健康保険一本松病院 南宇和郡一本松町増田５０

５６－２
平成１５年
６月１日

山 口 朋 孝 城川町国民健康保険杉之
瀬出張診療所

東宇和郡城川町大字嘉喜
尾４８９３－１

河辺村国民健康保険診療
所

喜多郡河辺村大字植松４２
８ 〃

名 称 所 在 地
担当すべき医療
の種類

指 定
年 月 日

飯 岡 調 剤 薬 局 西条市飯岡字西原
２０１９

平成１５年
７月１日

診断した身体障害の種類 診療科名 病 院 又 は
診療所の名 称 医 師 氏 名 同 左 所 在 地 届出年月日

聴覚・平衡・音声又は言語・
そしゃく機能障害 耳鼻咽喉科 愛媛大学医学部附

属病院 前 谷 俊 樹 温泉郡重信町大字志津川 平成
１５年６月３０日

肢 体 不 自 由 神 経 科 愛 媛 労 災 病 院 山 田 則 夫 新居浜市南小松原町１３－２７ 平成
１５年６月２６日

視 覚 障 害 眼 科 〃 原 祐 子 〃 平成
１５年７月４日

名 称
変更年月日

変 更 前 変 更 後

循環器科 林病院 医療法人 健生会 循
環器科 林病院 平成１５年４月１日

名 称 廃止年月日

ファミリー薬局三島店 平成１５年３月１日
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�愛媛県告示第１７３１号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１２条の２第

２項の規定による届出を審査した結果、次の加入区について

、同法第１１２条第１項の規定による同意があったと認めたの

で、同法第１１２条の２第３項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（松山地方局管内）

中島三和加入区

�������
�愛媛県告示第１７３２号
漁船損害等補償法（昭和２７年法律第２８号）第１１３条の２第

１項第１号の規定により、次の加入区について、漁船損害等

補償法に基づく付保義務の発生（平成１１年８月愛媛県告示第

１１００号）による保険に付すべき義務は、平成１５年８月２１日限

り消滅したので、同条第２項及び漁船損害等補償法施行規則

（昭和２７年農林省令第１８号）第２６条の３の規定により告示す

る。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

（松山地方局管内）

中島三和加入区

�愛媛県告示第１７３３号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３６号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 野佐来八幡浜線 八幡浜市大字川之内３番耕地６番２
旧 ６．０～７．８ ０．０３２

新 ６．０～１３．０ ０．０３２

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 野佐来八幡浜線 八幡浜市大字川之内３番耕地６番２ 平成１５年８月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 鳥井喜木津線 西宇和郡瀬戸町田部字シモヲトシ１７３１番２
旧 ６．４～９．４ ０．０１２

新 １０．８～１５．４ ０．０１２
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その関係図面は、八幡浜地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３７号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�愛媛県告示第１７３８号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、宇和島地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

�公 告

危険物取扱者法定講習会の実施について

消防法（昭和２３年法律第１８６号）第１３条の２３の規定による平成１５年度危険物の取扱作業の保安に関する講習会を次のとおり

実施する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 講習の種別、日時及び場所

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 鳥井喜木津線 西宇和郡瀬戸町田部字シモヲトシ１７３１番２ 平成１５年８月２２日

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

県 道 薮ヶ市松野線
北宇和郡松野町大字富岡２１９６番地先から

同大字２１９５番地先まで

旧 ６．６～１０．３ ０．１２３

新 ９．４～３４．７ ０．１２３

〃 �淵下波線
宇和島市�淵１０００番１から

同市�淵１００１番７まで

旧 ６．８～１７．２ ０．０６５

新 ７．２～１８．３ ０．０６５

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

県 道 薮ヶ市松野線
北宇和郡松野町大字富岡２１９６番地先から

同大字２１９５番地先まで
平成１５年８月２２日

〃 �淵下波線
宇和島市�淵１０００番１から

同市�淵１００１番７まで
〃

公 告

種 別 日 時 場 所

� 給油取扱所において危険物の取
扱作業に従事する危険物取扱者を
対象とした講習

平成１５年１０月１日（水）午前９時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１５年１０月１４日（火）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館
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２ 受講申請書の提出期間

平成１５年９月１０日から各講習開催日の２日前まで（必着）

３ 受講申請書の請求先及び提出先

最寄りの地方局総務福祉部県民生活課

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

平成１５年１０月１５日（水）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１５年１０月２１日（火）午後１時 大洲市東大洲２７０番地１
大洲市総合福祉センター

平成１５年１０月２４日（金）午前９時 西条市喜多川７９６番地１
西条地方局

平成１５年１０月２８日（火）午前９時 宇和島市天神町７番１号
宇和島地方局

平成１５年１０月３１日（金）午前９時 川之江市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１５年１１月７日（金）午前９時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１５年１１月１８日（火）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

� 石油コンビナート等災害防止法
（昭和６０年法律第８４号）第２条第
６号に規定する特定事業所におけ
る危険物施設（給油取扱所を除く
。）において危険物の取扱作業に
従事する危険物取扱者を対象とし
た講習

平成１５年１０月１４日（火）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１５年１０月１６日（木）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１５年１１月６日（木）午後１時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１５年１１月１８日（火）午前９時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

平成１５年１１月１９日（水）午前９時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

平成１５年１１月２６日（水）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

� �及び�に掲げる危険物施設以
外の危険物施設において危険物の
取扱作業に従事する危険物取扱者
を対象とした講習

平成１５年１０月１日（水）午後１時 八幡浜市北浜一丁目３番３７号
八幡浜地方局

平成１５年１０月１５日（水）午前９時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１５年１０月１６日（木）午後１時 松山市一番町四丁目４番地２
愛媛県庁第二別館

平成１５年１０月２４日（金）午後１時 西条市喜多川７９６番地１
西条地方局

平成１５年１０月２８日（火）午後１時 宇和島市天神町７番１号
宇和島地方局

平成１５年１０月３０日（木）午後１時 川之江市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１５年１０月３１日（金）午後１時 川之江市妻鳥町土居山乙１２７番地
愛媛県紙産業研究センター

平成１５年１１月７日（金）午後１時 今治市南宝来町二丁目１番地１
今治地区事務組合消防本部

平成１５年１１月１９日（水）午後１時 新居浜市一宮町一丁目５番１
新居浜市消防本部

��������������
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�公 告

毒物劇物取扱者試験の合格者について

平成１５年８月７日に実施した毒物劇物取扱者試験の合格者

は、次のとおりである。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

一般

農業用品目

�������
�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

１ 入札に付する事項

� 件名

捜査画像情報システムの借入れ

� 借入物品名及び数量

捜査画像情報システム一式（ハードウェア一式、ソフ

トウェア一式、搬入、据付け、配線、調整等一式）

� 借入物品の内容等

入札説明書及び仕様書による。

� 借入期間

平成１６年１月１日から３月３１日まで

�公 告

特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第１０条第１項の規定に基づき、特定非営利活動法人の設立の認証の申請があ

ったので、同条第２項の規定に基づき、次のとおり公告する。

平成１５年８月２２日

愛媛県知事 加 戸 守 行

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年８月１３日
特定非営利活動法人
エム・アイ・シーえひめケア
ネットワーク

松 村 武 美 松山市朝生田町二丁目１番２４号
コーポ中島６号

この法人は、少子高齢化や核家族化を背景
とした高齢者や母子家庭等支援が必要な世
帯の生活環境の改善を図ることを目的とし
て、健康等に不安を抱える多くの老人やそ
の家族、また子育て等に悩む母子家庭に対
して、安全かつ安心した暮らしの実現のた
めに広く支援活動を行い、地域に住む人々
との交流を持ちながら活力ある地域社会を
実現させ、もって社会全体の利益に寄与す
る。

申請年月日 特定非営利活動法人の名称 代表者の氏名 主たる事務所の所在地 定款に記載された目的

平成１５年８月１１日 特定非営利活動法人
水泳振興会すいすい 山 口 喜 之 宇和島市恵美須町二丁目３番１

号
この法人は、年齢・障害の有無にかかわら
ず、水泳を通じて、地域社会の福祉増進、
コミュニティー・スポーツの拡大に寄与す
ることを目的とする。

受 験
番 号 氏 名 受 験

番 号 氏 名

３ 近 藤 裕 也 ９４ 永 野 裕

２１ 木 村 美香枝 ９６ 井 本 英 人

２４ 村 上 博 重 ９７ 梶 原 弘 行

２６ 大 野 邦 昭 ９８ 武 田 正

６９ 川 村 眞 介 ９９ 藤 田 豊 久

７０ 森 裕 美 １０１ 井 伊 忠 市

８１ 木 下 茂 則 １０３ 岡 部 政 憲

９２ 大久保 直 樹 １１４ 田 中 力

９３ 阿 立 真 崇

４０ 武 田 勝 １０１ 野 中 美 幸

４３ 能 瀬 さおり １０３ 井 上 多美子

４８ 森 井 洋 信 １１４ 向 井 のり子

５８ 塩 見 仁 士 １２２ 渡 部 美 月

７６ 高 原 通 章 １３３ 河 野 豊 之

８２ 岩 本 佳代子 １３９ 正 畠 誠二郎

９３ 西 岡 恵 子 １４３ 山 � 尚 美

９４ 中 村 聡 １８５ 水 沼 真 吾

９６ 玉 井 みち子 １９２ 冨 永 洋 平

受 験
番 号 氏 名 受 験

番 号 氏 名

１０ 藤 田 典 子 ２６ 日 野 真 弓

１２ 藤 田 暦 喜 ２８ 飯 野 貴 史
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� 借入場所

知事が指定する場所

� 入札方法

入札金額は、１月当たりの借入代金を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金

額に当該金額の５パーセントに相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数があるときは、その端数

金額を切り捨てるものとする。）をもって落札価格とす

るので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事

業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった

契約金額の１０５分の１００に相当する金額を入札書に記載

すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、営業種別「その他」について、平成

１５年度の製造の請負等に係る一般競争入札に参加する資格

を有すると認められた業者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の

４の規定に該当しない者であること。

� 借入期間の開始までに確実に納入できる体制が整備さ

れていることを証明した者であること。

� 借入物品に係る保守及び点検の体制が整備されている

ことを証明した者であること。

� 開札の日において、知事が行う指名停止の期間中にな

い者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の

交付場所及び問い合わせ先

愛媛県警察本部総務室会計課調度第一係

〒７９０―８５７３

愛媛県松山市南堀端町２番地２

電話 （０８９）９３４―０１１０ 内線 ２２３１

� 入札書の受領期限

平成１５年１０月６日（月）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

平成１５年１０月６日（月）午後１時３０分

愛媛県警察本部第二会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県会計規則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５

条から第１３７条までの規定による。

� 入札者に要求される事項

この一般競争入札に参加を希望する者は、封印した入

札書に、この公告に示した物品を納入できることを証明

する書類を添付して、入札書の受領期限までに提出しな

ければならない。

なお、知事から当該書類の内容に関し説明を求められ

た場合は、これに応じなければならない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入

札者に求められる義務を履行しなかった者の提出した入

札書は、無効とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した物品を納入できると知事が判断した

入札者であって、愛媛県会計規則第１３３条の規定に基づ

いて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をも

って有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary
� Nature and quantity of the product to be
leased： Investigative Image Information system
１ set
� Time limit of tender：１：３０ p．m．，６ October
２００３

� For further information，please contact：
Supplies Procurement Section，Finance
Division，Administration Department，Ehime
Prefectural Police Headquarters，２―２
Minamihoribatacho，Matsuyama，Ehime
７９０―８５７３ Japan
TEL ０８９―９３４―０１１０ Ext ２２３１

�愛媛県公安委員会規則第１２号
愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則を次のように定

める。

平成１５年８月２２日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県警察組織規則の一部を改正する規則

愛媛県警察組織規則（昭和４１年愛媛県公安委員会規則第７

号）の一部を次のように改正する。

第１６条中第１５号を第１６号とし、第１４号の次に次の１号を加

える。

� 特殊開錠用具の所持の禁止等に関する法律（平成１５年

法律第６５号）に関すること。

附 則

この規則は、平成１５年９月１日から施行する。

�������
�愛媛県公安委員会規則第１３号
古物営業法施行細則を次のように定める。

平成１５年８月２２日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

古物営業法施行細則

古物営業法令施行細則（昭和３８年愛媛県公安委員会規則第

１号）の全部を改正する。

（趣旨）

第１条 この規則は、古物営業法施行令（平成７年政令第３

２６号）、古物営業法施行規則（平成７年国家公安委員会規

則第１０号。以下「施行規則」という。）及び行商従事者証

公安委員会規則

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号
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等の様式の承認に関する規程（平成７年９月国家公安委員

会告示第７号。以下「規程」という。）に定めるもののほ

か、古物営業法（昭和２４年法律第１０８号。以下「法」とい

う。）の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

（申請書及び届出書の提出部数）

第２条 施行規則第１条第２項の規定による許可申請書、第

４条第２項の規定による再交付申請書、第５条第３項の規

定による届出書及び第５条第７項の規定による書換申請書

の提出部数は、１部とする。

（書面の様式）

第３条 次の表の左欄に掲げる書面の様式は、同表の右欄に

掲げるとおりとする。

項 左 欄 右 欄

１ 法第５条第３項の書面 不許可通知書（様

式第１号）

２ 施行規則第１９条の７第１項（施行

規則第１９条の１２の規定により準用

する場合を含む。）の書面

認定通知書（様式

第２号）

３ 施行規則第１９条の７第２項（施行

規則第１９条の１２の規定により準用

する場合を含む。）の書面

不認定通知書（様

式第３号）

（処分の通知）

第４条 次の表の左欄に掲げる処分の通知は、同表の右欄に

掲げる書面の様式を交付して行うものとする。

項 左 欄 右 欄

１ 法第６条又は第２４条の規定による

許可の取消し

許可取消処分通知

書（様式第４号）

２ 法第１３条第４項の規定による管理

者の解任の勧告

解任勧告書（様式

第５号）

３ 法第２１条の規定による古物の保管

命令

保管命令書（様式

第６号）

４ 法第２２条第３項（同条第４項にお

いて準用する場合を含む。）の規

定による報告要求

報告要求書（様式

第７号）

５ 法第２３条の規定による指示 指示書（様式第８

号）

６ 法第２４条の規定による古物営業の

停止命令

営業停止命令書（

様式第９号）

７ 施行規則第１２条第１項の規定によ

る行商従事者証等の様式の承認又

は不承認の通知

承認（不承認）通

知書（様式第１０号

）

８ 施行規則第１２条第２項の規定によ

る承認の取消し

承認取消通知書（

様式第１１号）

９ 施行規則第１９条の１０第１項又は第

１９条の１４第１項の規定による認定

の取消し

認定取消通知書（

様式第１２号）

１０ 規程第５条の規定による資料の提

出要求

資料提出要求書（

様式第１３号）

（作成・交付事業の廃止に係る届出）

第５条 規程第６条第１項の規定による作成・交付事業の廃

止の届出は、作成・交付事業廃止届出書（様式第１４号）を

提出して行うものとする。

（帳簿のき損等に係る届出）

第６条 法第１８条第２項の規定による帳簿等又は電磁的方法

による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失

したときの届出は、帳簿き損等届出書（様式第１５号）を提

出して行うものとする。

（補則）

第７条 この規則に定めるもののほか、法の施行に関し必要

な細目は、警察本部長が定める。

附 則

この規則は、平成１５年９月１日から施行する。
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様式第１号（第３条関係）

公委 第 号
年 月 日

不 許 可 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで申請のあった古物営業の許可については、古物

営業法第４条の規定により許可しない。

理 由

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して６０日以内に、愛媛県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

８９５



様式第２号（第３条関係）

公委 第 号
年 月 日

認 定 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで申請のあった古物競りあっせん業に係る業務の

第２１条の５第１項
実施の方法の認定については、古物営業法 の規定により認定したの

第２１条の６第１項

で通知する。

営業を示すものとして
使 用 す る 名 称

認定番号

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号
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様式第３号（第３条関係）

公委 第 号
年 月 日

不 認 定 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

年 月 日付けで申請のあった次の営業に係る業務の実施の方法

の認定については、次の理由により認定しないので通知する。

営業を示すものとして
使 用 す る 名 称

理 由

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して６０日以内に、愛媛県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

８９７



様式第４号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

許 可 取 消 処 分 通 知 書

住所又は居所

許可年月日

許可証番号

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

第６条
古物営業法 の規定により、古物営業の許可を取り消したので通知する。

第２４条

理 由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

８９８



様式第５号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

解 任 勧 告 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

営 業 所
の所在地

古物市場

管理者の氏名

古物営業法第１３条第４項の規定により、上記管理者の解任を勧告する。

理 由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

８９９



様式第６号（第４条関係）

第 号
年 月 日

保 管 命 令 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

長 印

古物営業法第２１条の規定により、次のとおり保管を命ずる。

保管すべき物品

年 月 日から
保管すべき期間 日間

年 月 日まで

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して６０日以内に、愛媛県公安委員会に対して審査請求をすることができます。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９００



様式第７号（第４条関係）

第 号
年 月 日

報 告 要 求 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

長 印

第２２条第３項
古物営業法 の規定により、次のとおり報告を求める。

第２２条第４項

報告を求める事項

注１ 要求に対し、拒否したり、虚偽の報告をした場合は、処罰されることがありま
す。
２ 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０１



様式第８号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

指 示 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

古物営業法第２３条の規定により、次のとおり指示する。

指示事項

理 由

この処分に不服があるときは、この処分があったことを知った日の翌日から起
算して６０日以内に、愛媛県公安委員会に対して異議申立てをすることができます。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０２



様式第９号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

営 業 停 止 命 令 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

古物営業法第２４条の規定により、次のとおり古物営業の停止を命ずる。

停止の範囲

年 月 日から
停止の期間 日間

年 月 日まで

理 由

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０３



様式第１０号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

承 認 （ 不 承 認 ） 通 知 書

住所又は居所

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

行商従事者証
年 月 日付けで申請のあった の様式について

標 識

承 認 し た
ので通知する。

次の理由により承認しない

理 由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０４



様式第１１号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

承 認 取 消 通 知 書

所在地

名 称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

行商従事者証
行商従事者証等の様式の承認に関する規程第７条の規定により、 の承

標 識

認を取り消したので通知する。

理 由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０５



様式第１２号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

認 定 取 消 通 知 書

住所又は居所

認定年月日

認 定 番 号

氏名又は名称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

第１９条の１０第１項
古物営業法施行規則 の規定により、古物競りあっせん業の認定を

第１９条の１４第１項

取り消したので通知する。

理 由

注 不要の文字は、抹消すること。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０６



様式第１３号（第４条関係）

公委 第 号
年 月 日

資 料 提 出 要 求 書

所在地

名 称 殿

愛 媛 県 公 安 委 員 会 印

行商従事者証等の様式の承認に関する規程第５条の規定により、次のとおり資料の

提出を求める。

提出を求める資料

注 要求に対し、資料の提出を怠った場合は、承認を取り消される場合があります。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０７



様式第１４号（第５条関係）

作 成 � 交 付 事 業 廃 止 届 出 書

年 月 日

愛媛県公安委員会 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

行商従事者証等の作成�交付事業を廃止したので届け出ます。

名 称

法人の種別 １ 社団法人 ２ 中小企業団体（ ）

所 在 地

代表者の氏名

廃止年月日

廃止の理由

注１ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
２ 不要の文字は、抹消すること。
３ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０８



様式第１５号（第６条関係）

帳 簿 き 損 等 届 出 書

年 月 日

警察署長 殿

届出者の氏名又は名称及び住所

印

古物営業法第１８条第２項の規定により届け出ます。

住所又は居所

許可年月日

許可証番号

氏名又は名称

帳簿等又は電磁的方法による記録をき損し、若しくは亡失し、又はこれらが滅失し
た状況

注１ 届出者は、氏名を記載し及び押印することに代えて、署名することができる。
２ 用紙の大きさは、日本工業規格Ａ４とする。

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９０９



�愛媛県公安委員会訓令第４号
愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令を次

のように定める。

平成１５年８月２２日

愛媛県公安委員会委員長 宮 本 一 成

愛媛県公安委員会事務専決規程の一部を改正する訓令

第１条 愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公

安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表２の１の�の表古物営業法（昭和２４年法律第１０８号
）の項専決事項の欄中第３号を第５号とし、第２号を第４

号とし、第１号の次に次の２号を加える。

２ 第２１条の５第１項の規定による古物競りあっせん業

者の業務の実施の方法に係る認定

３ 第２１条の６第１項の規定による外国において古物競

りあっせん業を営む者の業務の実施の方法に係る認定

別表２の１の�の表古物営業法（昭和２４年法律第１０８号
）の項の次に次のように加える。

別表２の１の�の表に次のように加える。

別表２の２の�の表古物営業法の項専決事項の欄第２号
中「第６号」を「第７号」に改め、同号の次に次の２号を

加える。

３ 第８条の２第１項の規定による第５条第１項第６号

に規定する方法を用いる古物商について、電気通信回

線に接続して行う自動公衆送信による供覧の実施

４ 第８条の２第２項の規定による第８条の２第１項各

号に掲げる事項の変更に係る補正

別表２の２の�の表に次のように加える。

別表３古物営業法の項専決事項の欄第６号中「第６号」

を「第７号」に改め、同項同欄第９号中「第１０条」の下に

「第１項」を加え、同号の次に次の３号を加える。

１０ 第１０条第２項の規定による競り売りをしようとする

期間等の届出の受理

１１ 第１０条の２第１項の規定による古物競りあっせん業

者に係る営業開始の届出書の受理

１２ 第１０条の２第２項の規定による古物競りあっせん業

者に係る営業の廃止又は変更に係る届出書の受理

別表３古物営業法の一部を改正する法律（平成７年法律

第６６号）の項を削り、同表古物営業法施行規則（平成７年

国家公安委員会規則第１０号）の項法令の欄中「（平成７年

国家公安委員会規則第１０号）」を削り、同項の次に次のよ

うに加える。

第２条 愛媛県公安委員会事務専決規程（昭和３７年愛媛県公

安委員会訓令第１号）の一部を次のように改正する。

別表３古物営業法施行規則の一部を改正する規則（平成

１５年国家公安委員会規則第１１号）の項を削る。

附 則

この訓令は、平成１５年９月１日から施行する。ただし、第

２条の規定は、平成１５年１２月１日から施行する。

公安委員会訓令

古物営業法施行

規則（平成７年

国家公安委員会

規則第１０号）

１ 第１２条第２項の規定による行商

従事者証等の様式の承認及び承認

の取消しに係る公示

２ 第１９条の７第１項の規定による

古物競りあっせん業者に係る認定

の通知及び公示（第１９条の１２にお

いて準用する場合を含む。）

３ 第１９条の７第２項の規定による

古物競りあっせん業者に係る認定

をしない旨の通知（第１９条の１２に

おいて準用する場合を含む。）

４ 第１９条の９第２項の規定による

第１９条の４第４項第３号に掲げる

書類に記載した事項の変更に係る

届出書の受理

５ 第１９条の１０第２項の規定による

認定古物あっせん業者に係る認定

の取消しの公示（第１９条の１４第２

項において準用する場合を含む。

）

６ 第１９条の１１第１項の規定による

外国古物競りあっせん業者に係る

認定申請書の受理

７ 第１９条の１３第１項の規定による

認定外国古物競りあっせん業者に

係る廃止等の届出書の受理

自転車の防犯登

録を行う者の指

定に関する規則

（平成６年国家

公安委員会規則

１ 第５条第１項の規定による事業

計画書及び収支予算書の受理

２ 第５条第２項の規定による事業

報告書及び収支決算書の受理

第１２号）

特殊開錠用具の

所持の禁止等に

関する法律（平

成１５年法律第６５

号）

１ 第１１条の規定による錠取扱業者

が組織する団体に対する援助の実

施

特殊開錠用具の

所持の禁止等に

関する法律施行

規則（平成１５年

国家公安委員会

規則第１２号）

１ 第３条第３項の規定による援助

に基づいて講じた措置に関する報

告又は資料の提出要求

古物営業法施行

規則の一部を改

正する規則（平

成１５年国家公安

委員会規則第１１

号）

１ 附則第３項の規定による取り扱

う古物に関する事項に係る自動公

衆送信の送信元識別符号の届出の

受理

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９１０



�任免辞令
７月３１日

愛媛県事務吏員 小 宅 栄 作

願により本職を免ずる

退職手当は支給しない（愛媛県職員退職手当条例第１４条）

８月１日

尾 田 進

愛媛県事務吏員に任命する

行政職８級を命ずる

経済労働部管理局労政雇用課長を命ずる

任 免 辞 令

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号

９１１



平成１５年８月２２日 印刷
平成１５年８月２２日 発行

購読料（送料共） １箇月１，７５０円９１２

愛 媛 県 報平成１５年８月２２日 第１４８５号


